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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．データで見る本県の人口減少問題につい

て

２．宮崎県中山間地域振興計画の変更につい

て

３．各都道府県における人口比１％未満市町

村の状況（人口比）について

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 濵 砂 守

委 員 日 高 博 之

委 員 安 田 厚 生

委 員 太 田 清 海

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

委 員 日 髙 利 夫

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

統 計 調 査 課 長 長 倉 健 一

中山間・地域政策課長 日 髙 正 勝

事務局職員出席者

政策調査課主査 持 永 展 孝

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

○武田委員長 おはようございます。それでは、

ただいまから人口減少・地域活性化対策特別委

員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、総合政策部からデータで見る本県の

人口減少問題について、宮崎県中山間地域振興

計画の変更について、各都道府県における人口

比１％未満市町村の状況について説明をいただ

きます。その後、委員会の県内調査等について

御協議いただきたいと思いますが、このように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

○武田委員長 それでは、委員会を再開いたし
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ます。

本日は、総合政策部に御出席いただきました。

執行部の皆様の紹介につきましては、お手元に

配付の出席者配付表にかえさせていただきます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○渡邊総合政策部長 おはようございます。総

合政策部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

お手元にお配りしております資料のほうをご

らんいただければと思います。この資料の表紙

でございますが、下のほうに目次がございます。

こちらをごらんいただきたいと思いますけれど

も、本日は３点ございます。１点目が、データ

で見る本県の人口減少問題、２つ目が宮崎県中

山間地域振興計画の変更について、そして、３

点目、これは、前回のこの委員会におきまして、

御指示のございました各都道府県における人口

比１％未満市町村の状況についての資料でござ

います。

詳細につきましては、担当課長のほうから御

説明をさせていただきたいと思います。私から

は以上でございます。

○小倉総合政策課長 委員会資料の１ページを

お開きください。

データで見る本県の人口減少問題ということ

で御説明をさせていただきます。本議会におい

ては、アクションプランを提示させていただい

ておりますけれども、そもそも過去、それから、

今後将来に向けて、本県の人口がどうなってい

くかという前提をもとに、改めまして、今後、

人口減少問題対策についてどういった考え方で

政策を進めていくべきなのかという点を、改め

てデータで示させていただきながら、御紹介さ

せていただきたいというふうに思っております。

資料の１ページの１番、まず、人口の推移と

構成割合であります。

左の表は人口単位1,000人でございますけれど

も、30年前の1985年、現状2015年、それから、30

年後の2045年という形で、人口の推移、状況を

示めさせていただいております。まず、ごらん

いただけるとおり、若年層、それから、生産年

齢人口、こちらの人口減少が年次を追うごとに

減ってきているというような状況の中で、65歳

以上、特に75歳以上というところがふえ続けて

おります。特に、2045年におきましては、若年

層、14歳以下が大きく減ってきている状況の中

で、団塊ジュニアと言われる方々が後期高齢者

になっていくというような中で、倍以上にふえ

ていく、というような状況になってございます。

構成割合としましても、今の数字で示させて

いただいたとおりでございますけれども、65歳

以上の割合が、2045年で40％、75歳以上で約25

％というような推計になってくるというような

状況になってございます。

それを、下のグラフで少し示させていただい

ております。この点線が書かれているもの、こ

れは、一番右にも書かれているとおり1985年で

ございます。真ん中の薄い実線が2015年、現状

です。一番下の濃い実線、こちらが2045年、将

来の推計でございます。まず1985年、こちらが

おおよそ35歳から39歳、40歳ごろが団塊世代と

いうことで大きな山が一つ、その子供たちが団

塊ジュニア世代ということで、大体10歳から14

歳ぐらいに大きな山がございます。その後、2015

年の現状でございますが、その団塊世代と言わ

れている層が、30年分、右側に行っていただい

て、大体65歳から69歳、70歳ぐらいになり、現

状でまた大きな山になっておりますけれども、

団塊ジュニア世代というところが、そんなに大

きな山にはなっていない。これは、恐らく社会
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減が大きな部分を占めているところかなと思い

ます。これが、2045年にどういう状況になって

いくかと言いますと、いわゆる団塊ジュニア世

代というところが、横にスライドして高齢者、

特に後期高齢者になっていくような状況になり

ますけれども、年少人口は、過去30年から見ま

しても、やはり一番最低の水準となり、低位で

推移する。生産年齢人口についても低位で推移

していく中で、高齢化はやはり大きな部分を占

めまして、平均的に、全体で見れば、いわゆる

世代間のギャップというのは解消されつつある

んですけれども、高齢者の割合がふえていくと

いうような状況になってございます。

そういった人口構成になってくるというよう

な前提の中で、今後30年間の人口構造の変化、

という下の点線で囲われてくる部分になります。

１点訂正させていただきたいんですが、今後30

年間、2015年から2030年と記載されております

が、これは2015年から2045年の間違いです。大

変申しわけございません。この2045年ぐらいの

人口構造の変化としましては、年少人口が10万

人を切るというような状況になってまいります。

そうすると、将来にわたって、出生数がふえて

こない、大幅には少なくともふえない可能性に

なってございます。高齢化率が約25％、特に75

歳以上の割合が25％近くになってくると、医療

・介護の問題が出てまいりますし、やはり、自

然減が大幅にふえてくるというような状況に

なってございます。

中山間地域におきましても、また、右の表で

も御説明させていただきますけれども、人口が

６割減少する自治体も発生してくるというよう

な状況の中で、長期的には、今後施策の視点と

しては２つ上げさせていただいておりますが、

人口減少抑制の流れをつくるという形で、社会

減の抑制、出生数の確保、それから、人口が減っ

てくるというような前提の中で、その構造の変

化に応じた社会をつくるということで、高齢者

対策ですとか、就業者数の確保、特に、その人

員繰りがなかなか難しくなってくるというよう

な状況の中で、生産性向上ですとか、ＩＣＴ化、

こういった取り組みが求められてくるのではな

いかなというふうに思います。

資料の２ページ、社会減の状況であります。

今後、構造的には、やはり自然減がなかなか抑

制しにくい状況になってまいります。団塊世代

の後期高齢者がふえてきて、死亡数もふえて、

少子化による自然出生数の減少、こういった中

で、施策的には、やはり社会増をふやして、何

とか県内の出生数も確保していくというような

対策、特にその中でも中山間地域での対策が重

要になってくるという中での、社会減の状況で

ございます。

社会減ですけれども、転出入の状況としまし

ては、平成26年度から平成30年度の平均と書い

てありますけれども、おおむね毎年3,000人程度

が転出しているような状況になってございます。

卒業後の進路でございます。これは、平成30

年の３月卒のデータでございますけれども、高

校卒業者が大体約１万人いる中で、県外に進学

している数、これが大体3,400人、県外就職

が1,220人という形で、やはり進学、就職で多く

外に出ております。下の大学等卒におきまして

も、卒業者が2,689人いる中で、県外に就職され

ている方が1,342人という形になってございま

す。

そういったデータの中で、対策の考え方とし

ましては、下の点線囲いにありますとおり、若

者に「宮崎県で働くこと」を選んでもらえる環

境づくりということで、まさに、基金等でお願
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いしている事業の中でも手当てしているところ

ではございますけれども、企業情報や採用情報

が県内外の若者にしっかり届く仕組みづくりと

か、キャリア教育の充実・強化、それから労働

条件の改善や県内就職への支援などを行ってい

くこと、それから、ターゲットを特定した移住

・ＵＩＪターンの促進ということで、県外大学

生等に対し企業情報や採用情報をしっかり届け

ることや、同窓会・大学等との連携など、それ

から移住希望者に対しては、就業の情報ですと

か、生活情報、地域のサポート体制などが非常

に重要になってくるというような状況でござい

ます。

また、今後の経済の維持という形でいうと、

就業者数の確保という意味では、外国人材、そ

れから、女性・高齢者等の就業促進なども重要

になってまいりますので、こういったところへ

の支援なども、今後は対策として必要になって

くるだろうな、というふうに考えられます。

４番、中山間地域対策でございます。先ほど

も御説明させていただいたとおり、大体人口が

６割減少するところも出てくるというところで

すけれども、ここでは、人口が2045年で現状の

５割以下になるというところを挙げさせていた

だいているところでございます。

特に、１次産業への就業割合が多いところが

中山間地域でございますけれども、こういった

ところが多いというような状況の中で、その対

策の考え方、後ほど、中山間地域振興計画の中

でも御説明をさせていただきますけれども、農

林水産業に就業しやすい仕組みづくりですとか、

住み続けられる仕組みづくりということで、中

心部・拠点集落と周辺集落の連携と補完、医療

・福祉のセーフティーネットづくり、交通手段

の維持・確保、それから、交流人口・関係人口

の拡大と移住促進、こういった対策を進めてい

くということが必要になってくるかと考えてお

ります。

最後は資料３ページでございます。

今申し上げたような施策の中身をいろいろと

今後進めていく形として、総合計画アクション

プランの人口問題対応プログラムの構成と取り

組み内容がございます。例えば、重点項目１、

社会減の抑制と移住・ＵＩＪターンの促進です

とか、あと重点項目２の産業人財の育成・確保、

重点項目３の中山間地域の振興、こういった部

分で各取り組みの中で進めてまいります。もち

ろん重点項目４や、重点項目５の出生率の関係

などもございます。

こういった取り組みを進めてまいりますけれ

ども、下に括弧書きで参考までに、主な関係部

局という形でそれぞれ担当している部局を書か

せていただいておりますので、御参照いただけ

れば、と思います。

総合政策課の説明は以上でございます。

○日髙中山間・地域政策課長 委員会資料の５

ページをお願いいたします。

本議会におきまして、宮崎県中山間地域振興

計画の変更について提案させていただいており

ますので、その概要等について御説明をしたい

と思います。

１の計画変更の趣旨でございますけれども、

本計画は、平成23年に施行されました宮崎県中

山間地域振興条例に基づき策定しているもので

ございまして、今回で３期目の計画の改定とい

うことになります。

中山間地域におきまして、特に人口減少が厳

しさを増している状況を踏まえまして、今後見

込まれるさまざまな課題に対応するため、今年

度から４年間を期間とする計画に変更するもの
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でございます。

２の経過についてでございますけれども、こ

れまで市町村を訪問しての意見交換を実施しま

したほか、４行目にありますように、昨年10月

には県内７地域におきまして市町村や地域の方

々を交えました中山間地域振興協議会におきま

して御意見をいただくなどしまして、本年３月

の２月議会の総務政策常任委員会において素案

の報告をさせていただいたところでございます。

その後、パブリックコメント等を経まして、

本議会での計画案提出に至っております。

３の主な改定のポイントでございますけれど

も、（１）にありますとおり、中山間地域におき

まして、今後より厳しい人口減少が見込まれて

いることを踏まえまして、従来の各行政分野を

幅広く捉えた計画を見直しまして、人口減少に

よって生じる課題への対応に重点化を図ってお

ります。

６ページの計画概念図をごらんください。

中ほどに重点施策を記載しておりますけれど

も、ごらんのような「ひと」「くらし」「なりわ

い」の３つの柱で、より焦点を絞った施策に整

理をしたところでございます。

なお、その下にありますとおり、従来から取

り組んでおります産業振興のための基盤整備で

すとか、社会資本整備、環境保全といった内容

につきましては、継続して取り組む基盤づくり

として整理したところでございます。

５ページにお戻りいただいて、３の改定のポ

イント（２）に宮崎ひなた生活圏づくりとあり

ますが、これにつきましては、後ほど御説明を

させていただきます。

それでは、ここから別冊でお配りしておりま

す宮崎県中山間地域振興計画（案）のほうで御

説明をさせていただきます。

計画本文の３ページをお開きください。

３ページに、条例によりまして中山間地域と

定められている地域を地図で示しております。

次に４ページをお開きください。

第２章としまして、中山間地域の現状でござ

います。

中山間地域の人口についてでありますけれど

も、４ページ上のほうの棒グラフをごらんくだ

さい。これまでの人口の推移と今後の推計につ

いてまとめております。中山間地域におきまし

ては、2015年から2045年の30年間で人口が約４

割減ると見込まれておりまして、これは、中山

間地域以外の地域と比べまして、２倍以上のス

ピードということになっております。

次に６ページをお開きください。

２の生活環境の状況の（１）の集落の状況と

しまして、中山間地域を有する23の市町村に対

して当課が行いました調査結果を掲載しており

ます。この調査は、前回計画の改定時の４年前、

さらに８年前にも同様の調査をしておりまして、

上段の表、２行目にありますように、高齢化率50

％以上の集落が前回373集落であったのに対しま

して、今回は602集落にふえております。

また、今後の人口の動向ですけれども、減少

となっている集落が1,501集落であったもの

が1,580集落と、高齢化や人口減少が、より進ん

でいる状況となっております。

また、下の表の日常生活における問題としま

して、買い物や交通手段、病院について、市町

村に各集落の状況をお尋ねしておりますけれど

も、４年前、８年前と比較して深刻度が少しず

つ上がっている状況がございました。

次に、８ページをお開きください。

上段の（２）事業の継続にありますグラフは、

商工観光労働部が、事業所向けに実施したアン
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ケートの結果でございますけれども、現在、市

町村域で、全域が中山間地域に該当する市町村

の事業所で見ますと、個人事業主では56.6％の

事業所が、自分の代で清算・廃業予定という回

答をいたしております。

また、下の段の（３）中山間地域等直接支払

制度協定面積等の状況でございますが、2015年

に１割ほど協定面積が落ち込んでおります。

この制度は、中山間地域等の条件不利地で５

年以上営農活動を続けることを約束した農業者

等に交付金が支給されるものでございますが、

５年に１回、協定を見直すことになっておりま

して、ちょうど見直しの時期にあった2015年に、

農家の高齢化等を背景に協定面積が下がってい

るものであります。

10ページをお願いいたします。

こうした背景を受けまして、10ページから、

第３章、施策の展開としまして、まず、第１節、

目指す将来像では、長期的に目指す方向性につ

いて記載をいたしております。

下のほうの四角囲みにございますとおり、人

口減少下においても、将来にわたって安心して

住み続けられるよう、「ひと」「くらし」「なり

わい」の維持・確保に取り組みながら、創意工

夫により地域が一体となって、長年にわたって

築いてきた固有の文化や歴史を引き継いでいけ

る中山間地域、としているところでございます。

11ページをお願いいたします。

「ひと」という面でございますけれども、今

後、一定の人口減少が避けられない状況にはご

ざいますけれども、その流れを少しでも食いと

めて、人的な活力が失われるのを防ぐといった

観点から、移住・定住の促進ですとか、地域を

担う次世代の育成、地域外からの人財活力の取

り込みについて記載をしているところでござい

ます。

12ページをお願いいたします。

「くらし」の面ですけれども、人口が減少す

る局面におきまして、今後、買い物や交通・物

流、ガソリンスタンドといった日常生活に必要

なサービスを提供している事業者の撤退や、医

療・介護、消防・防災といった安全・安心な暮

らしを支える機能の弱体化が懸念されるために、

今後、住みなれた地域で生活を続けられる仕組

みづくりに取り組む必要がございますことから、

先ほど改定のポイントとして上げました宮崎ひ

なた生活圏づくりとしまして、①から④の４点

に取り組むということにしております。

①の住民の内発的議論・多様な主体の参加と

協働の促進におきましては、身近な地域の人口

見通しや将来像、課題について、住民の方の間

でも共有をいただいて、人口減少で生じる課題

を「わがこと化」することによって、地域運営

組織の設立など、企業・関係団体等、多様な主

体が連携した取り組みを引き出そうというもの

でございます。

②の基幹的集落への機能集約と生活圏内の

ネットワーク化は、13ページの中ほどに概念図

を載せておりますけれども、商店ですとかガソ

リンスタンド、診療所といった生活サービス等

を提供する機能を基幹的集落で確保しまして、

周辺集落と物流、交通のネットワークで結ぶこ

とで、生活圏全体を維持しようということでご

ざいます。

12ページにちょっとお戻りいただきますけれ

ども、③の「合わせ技」による効率化は、例え

ば、乗客と宅配便をコミュニティバスで同時に

運ぶといったような限られた人手や設備で効率

よくサービスを回していくための多業種・多分

野での相互乗り入れを促進するものであります。
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13ページ、上のほうになりますが、④くらし

を守るセーフティーネットの確保では、周辺集

落など、地理的に困難な地域を含めまして、安

全・安心な暮らしを確保するため、医療・介護、

福祉サービス、公共交通の維持・確保等を図る

ものでございます。

14ページをお願いいたします。

「なりわい」の面ですけれども、農林水産業

に就業しやすい環境づくりや地域資源や新技術

等を生かした稼ぐ力の向上、里地里山の集落活

動の維持・活性化を盛り込んでいるところでご

ざいます。

15ページから28ページにかけまして、それぞ

れの方向性に沿った今後４年間に取り組む施策

及び目標指標を記載しているところでございま

す。

また、29ページと30ページにつきましては、

冒頭に申し上げましたハード事業を中心としま

した、継続して実施する基盤づくりについてま

とめて記載しております。

31ページ以降には、計画の推進体制ですとか、

県民運動の展開等について記載しているところ

でございます。

宮崎県中山間地域振興計画の変更については

以上でございます。

○長倉統計調査課長 御説明いたします。７ペ

ージをお開きください。

各都道府県における人口比１％未満市町村の

状況（人口比）についてでございます。表が２

つございますけれども、まず左側の表をごらん

ください。

都道府県別に、平成27年国勢調査の人口、市

町村数、そして、人口比１％未満市町村数を記

載しております。

下から３番目の宮崎県を見ていただきますと、

人口が110万4,000人、市町村数が26、人口が現

人口の１％未満となる団体は、濵砂委員が前回

御指摘のとおり、10町村となっております。

九州各県について見ますと、人口比１％未満

の市町村数が最も多いのは福岡県で41、最も少

ないのは佐賀県と大分県の２となっております。

右側の表は、人口比１％未満市町村数の多い

順に並べかえたものでございます。最も多い北

海道は164となる一方、最も少ないのは富山県、

福井県で１となっております。

説明は以上でございます。

○武田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、発言をお願い

いたします。

○中野委員 ２ページについてお尋ねしたいと

思うんですが、社会減の状況というので一番上

に書いてありますが、卒業後の進路で、大学等

卒2,689名、これは、県内の大学を卒業した数で

すがね。それで、もっと具体的にはわからない

んですかね。例えば、県内の大学に在学した卒

業生ですが、このうち県内の出身者が何名で、

逆に県外が幾らいるのか。県内出身者のうち、

県内にどのくらい就職して、県外に何人就職し

たのか。1,342名の内訳です。それによって、タ

ーゲットを特定したＵＩＪターンとありますか

ら、具体的に一人一人というわけにはいきませ

んが、もっといろいろとターゲットとしていけ

るんじゃないかなと。特に、県外の人が県内の

大学に来て、卒業して、そして、そのうち、ど

のくらいがまた県内に就職したのか、なぜした

のかとか、それを突き詰めていけば、非常にＵ

ＩＪターンの参考になるんじゃなかろうかなと、

こう思うんです。現実、大学が宮崎県だったと

いうことで、そのまま宮崎県に就職した、県庁

もそういう人がたくさんいらっしゃいますよね。
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こういう非常にレベルの高いというか、高所得

というか、県内ではいい就職先ですから、そう

いうことで、職員の皆さん方もかなり来ている

んだろうと思うんです。そういう全体像を見る

ために、そういうのがあれば、非常に参考にな

るし、また、これからの対策にもなるんじゃな

かろうかなと、こう思いました。あれば教えて

ください。

○小倉総合政策課長 申しわけありません。こ

のまず2,689人のうちの内訳でございますが、こ

の大学等を卒業した、等の中には、短大ですと

か、いわゆる看護の大学を含めていますけれど

も、就職をした方の人数が2,358名でございまし

て、そのうち県外に就職したのが1,342名という

形になります。なので、県内就職が1,016名とい

う形になりますので、それがよく指標とかで示

されている43％という数字になってございます。

そもそも大学入学者のうち、県外、県内の出

身者がどれぐらいいるかというのは、大学での

入学者が数字としてはあります。それを見ると、

大体おおむね半々で一応数字は出てございます。

これは大学だけでございます。県内大学への入

学者という意味では2,273人おりまして、そのう

ち本県出身者が1,109人という形です。半分未満、

若干半分に至らないぐらいであるというふうに

データとしてはあります。では、その卒業者が、

県内、県外、例えばどういったエリアにいった

かというデータが、今のところ我々は調べてい

る限りでは、今手元にないというような状況で

ございます。御指摘がありましたように、そこ

はまさに今後どうやってＵＩＪターンを進めて

いくかという点で、非常に重要なデータである

かなと思います。

高校のデータはあるんですけれども、大学の

ほうはどういうふうに就職するかというのがわ

からないので、ちょっとそこはまた調べさせて

いただければなと思います。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 申し

わけありません。データそのものをきょう持っ

てきておりませんが、大学とか短大とかの分に

ついては、産業政策課のほうで県内大学につい

て一応取りまとめはしております。済みません、

詳しいデータのところまではちょっと手元に今

ないんですけれども、県内の高校から県内の大

学に進んだ人たちは、割と県内に就職する率の

ほうが高いという数字にはなっております。そ

れから、県外から県内の大学に来た人たちは、

割と県外に就職している率のほうが高いという

ようなデータは出ております。

それから、別に昨年度アンケート調査を行っ

ておりまして、その中で、県外に進学した人た

ちが、数はそんなに多くないんですけれども、

帰ってくる気持ちがあるのかとか、どういった

ような情報が欲しいのかとかというようなとこ

ろのアンケート調査はしておりまして、その中

で一番お話としてあったのは、なかなか県内の

情報が手元にないというようなことは挙がって

いたようでございますので、やはりその情報を

しっかり届けていくというところから、まず始

める必要があるのではないかということを考え

るところでございます。

○中野委員 例えば、県外の大学に行かれた方

で、その方が、そのまま県外で就職をしたのか、

県内に戻ってきたのかという、それを調査する

のは大変難しいと思うんですが、もともと県内

の高校におったわけですからね、その在籍して

いた高校でそこまで追跡して調査するというの

は難しいんでしょうか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 高校

そのものは大学進学まではつかんでおります。



- 9 -

令和元年６月24日（月曜日）

高校卒業してすぐ就職される場合、それをつか

んでいるんですけれども、その先のところまで

ちょっとつかめていないというふうな状況はご

ざいます。

全体像が全て明らかになるかどうかはわかり

ませんが、情報を何とか集めていく、そういっ

た努力は必要ではないかというふうなことを

思っておりまして、手段をどういうふうにして

いくのかというのはありますけれども、いろん

なところに、例えば各高校でそんなことはでき

ないかとかいうような御相談といいますか、そ

ういった協議はしていきたいというふうに思っ

ております。

○中野委員 できたら、一人でも多く県内に戻っ

てきてほしいし、また、県内の大学におれば、

そのままで県内におってほしいと願うわけです

から、きめ細かな調査というか、アンケートの

とり方をしていって、やがて、将来的なその数

字のつかみの精度が高まっていけばいいがなと、

こう思っております。

これに関連してですが、県立の大学、いわゆ

る看護大学です。ここも、看護師さんたちが今

非常に不足しているという状況がある中で、県

立の大学だけれども、県内に40％ぐらいしか就

職していないんでしょう。だから、逆にいえ

ば、60％外に出ていくんですよね。県内の人が

看護大学に行って、その人がそのまま県内にい

てくれるのはどのぐらいかとか、いろんな数字

が欲しいなと思うんです。わかる範囲内で、い

ろんなものをまた示していただきたいと、こう

思います。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 当部

だけで所管しているデータではない部分もある

と思いますので、そういったところも含めて、

どこまでちょっとお示しできるかわかりません

けれども、そういったところについては調整を

してみたいと思います。

○日高博之委員 中山間地域振興計画の13ペー

ジの一番上に、くらしを守るセーフティーネッ

トの確保というのがあるんですけれども、ずっ

と読むといろいろ書いてあるんですが、丁寧過

ぎてわかりづらいんです。「特に山間部において

は、なかなかこういういろんなサービスを十分

に受けることが困難になることも想定されるこ

とから」、ここからです。「生活圏内の基幹的集

落で必要な支援、サービスを受けながら生活を

続けることができる受け皿づくりを進める市町

村を支援します」、と。これはどういう意味です

か。

○日髙中山間・地域政策課長 この13ページの

図がございますけれども、どうしても中山間地

域は、ここでは小規模集落というふうに表記し

ておりますけれども、街なかから相当離れたと

ころに数戸で集落が残っているというところが

ございます。そういったところについての、要

するに日常生活のサービスとか、特に医療・介

護につきましては、福祉サイドとしては努力し

てはいますけれども、なかなか行き届かないだ

ろうと。今後、特に、こういったところに１人

で住まわれる方が多くなるということもござい

ますので、そこは何とかしなきゃいけないだろ

うという考えがあるのが基本なんですけれども、

そこをどうしていくかとなったときに、看護師

等も含めた医療の人材は、この基幹的な集落の

ところには医療施設等もあるということもござ

いますので、最終的には、そこでその方たちの

ケアをするというような形がとれないか、とい

うことでございます。

基本的に、最後まで住み続けたいという方が

ほとんどですので、それを強制的にというわけ
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には当然いかないんですけれども、もし家族等

での介護が難しくなってくるような方がいらっ

しゃる場合は、そういう方については、役場等

の中心地のところに来ていただいて、それを役

場のほうがメーンでケアをするというようなこ

とができないかと。そのやり方については、市

町村によって、それぞれ今の施設の状況等がご

ざいますので、こうしなさいと県のほうでなか

なか言いづらいんですけれども、そういう考え

を持って準備をしていくということを、市町村

とこれから意見交換をしていきたい、というこ

とを記述をしているところでございます。

○日高博之委員 そうなればいいんですけれど

も、基幹的集落の絵を描くということを言うん

ですけれども、正直、山間部に行くと、基幹的

集落にも介護サービス事業所はないんです。で

も、これはあることを前提としているわけです。

訪問看護ステーション、日向圏域で例えると、

日向市にあるけれども、入郷地域には24時間体

制の訪問看護ステーションはない。また、西臼

杵にいくと、この前も言ったけれども、毎年何

千万円の赤字で、高千穂町立病院が訪問看護ス

テーション事業をしている。民間はわざわざ赤

字ってわかってては行きません。その受け皿を

つくらにゃいかんわけです。受け皿がない中で

どうするのか。これは、市町村が受け皿で、民

間のかわりに市町村がやはりやっていかにゃい

かんよねと。そういったことも必要だっていう、

その辺が本当に一番大きいところなんです。

20ページの、医療・介護の確保と地域で支え

合う仕組みづくりのところ一番最後に、全く同

じ文面であるんですよ。

その辺が重要なんですけれども、その辺って、

いわゆる圏域の状況というのを把握されて、こ

れをつくられているのかな、というのがちょっ

と聞きたいんですけれども。

○日髙中山間・地域政策課長 介護などにつき

ましては、やっぱり市町村の社会福祉協議会と

か、そういったところの状況がそれぞれ異なっ

ておりますので、割としっかりされているとこ

ろとそうでないところがある、というふうには

聞いておりますし、それを補完するような組織

や団体があるところとないところ、それぞれあ

りますので、そういったところも含めて、市町

村も含めてですけれども、そういった関係団体

の能力といいますか、それを、その地域でどう

やって賄っていけるかを話し合っていただきた

いし、それを市町村がリードして議論をしてい

ただきたい、ということで書いているというこ

とでございます。

○日高博之委員 この間の委員会でも、福祉保

健部が、2025年に地域包括ケアシステムを構築

するということを言っていますけれども、いろ

んな事業をやられていますが、地域包括ケアシ

ステムの構築をするための有効的な事業が本当

に今あるのか、どこにあるんですかという話な

んです。

でも、2025年なんてあと６年しかないわけで、

今課長の言うことは十分わかるんですけれども、

どうなんですか、宮崎県の場合は。2025年に地

域包括ケアシステムを構築するとありますけれ

ども、なかなか厳しいとか、やっぱりちょっと

あと５年待ってくれとかあるのかと。宮崎県の

場合は、もっとこういったことで、どうにか補っ

てやっていくんだ、ということであっても、医

師もいないわけです。それで、今、中野委員が

言うように看護師もいない。ケアマネジャーと

かヘルパーさんもいない。どんどん減るわけで

しょう。実際の今の状況じゃ、もうこれは絵に

描いた餅でしかないと思うんですよね。福祉保
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健部サイドではないんですけれども、この対策

というのが、意外と連動するんです。この問題

とつながっているんです。だから、何か決め手

がないのかなと思っているんですけれども、そ

の辺をもうちょっと考えて、中山間の計画をつ

くってもらわんと、なかなか見えてこないんで

すけれども。

○渡邊総合政策部長 福祉保健部のほうで

も、2025年問題というのは非常に大きな問題と

して認識しております。そこで、地域医療介護

総合確保基金とか、そういったふうな厚生労働

省の予算とかもございますので、そういったも

のを使いながら、少しでも地域包括ケアシステ

ムとか、そういったものが進むべく、年次的に

計画を進めてきているところであります。

御存じのとおり、2025年には、いわゆる福祉

人材が3,700人ぐらい不足するというデータもあ

りますので、そういったことも含めて、１年で

すっと進んでいくわけではありませんので、そ

こを５年ぐらいかけて、少しずつクリアしてい

こうということで計画をつくっておりますので、

そのあたりをちょっと勘案していただければあ

りがたいなと思っております。認識はきちっと

しておりますので、そこに向けて、今頑張って

いるところでございます。

○日高博之委員 地域包括ケアシステムの構築

というのは、10年まではいかなくとも、長年言

われてきていて、毎年、地域包括ケアシステム

の構築に向けて、しっかり取り組んでいかにゃ

いかんって、もう歴代の部長がずっと言われて

きて、振り向いたらあと５年ちょっとしかない。

今までの人は何してきたんだという話になって

きて、でも、取り組みが一番おぼつかないのが

この山間部、特に難しいところだ。それから、

中山間地域の対策本部長は誰ですか、副知事やっ

たですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 知事

です。

○日高博之委員 知事。前の前の中山間・地域

政策課のときから、日髙さんが課長になる前の

前ぐらいから、もうずっと、横の連携は農政水

産部や県土整備部も含めて十分やっていますっ

て言っている。でも聞いたら、年に１回、何か

しゃんしゃんでやっているということを聞いて、

それが県庁全体での実際の連携になっているか

な。そんな年間に１回するだけの横の連携とい

うのはもう考えられんじゃないかな。本当はも

う危機的状況に来ているんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、どういった認識を

持っていますか。

○渡邊総合政策部長 今、委員がおっしゃった

とおり、年に１回というのは、確かにそういっ

た、いわゆる知事を筆頭にした幹部会議、本部

会議というような形では、年に１回ないし２回

でございますけれども、それ以外の分野の実務

的な打ち合わせなどは、福祉保健部、総合政策

部、そして、福祉保健部の出先であります保健

所とか、そういったところを交えて、もちろん

市町村もですけれども、いろいろ意見交換を事

あるごとに開いているところでございます。

○日高博之委員 部長、現状はそれぞれの部や

課の職員さんが、今の仕事に追われていて、実

際はそこまで踏み込めない状況です。職員は自

分の事業を持っている。もうそれで目いっぱい

で、じゃあ横で連携してどうやろうかというと

ころまではない状況なんです。福祉保健部でい

うと、医療薬務課と長寿介護課が、片や医師確

保に追われ、片や介護施設のいろんな状況把握

とかに追われる。私は、いろんな各部や課をも

う４年間回ったんですけれども、実際、横の連



- 12 -

令和元年６月24日（月曜日）

携というのは今とれない状況、そういうのが厳

しい状況じゃないかなと思っているんですけれ

ども。その内情は、松浦次長のほうがわかるん

じゃないですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 御質

問のテーマになっております介護のシステムに

ついて、随分いろんな会議の中で僕らからも投

げかけをしているんですけれども、これまでの

取り組みをしているのが、今のところ突破口が

なかなか見つからないというのが現状であると

いうのは、同じような認識を持っております。

それがどういうふうなところから来ているの

かといいますと、今お話にありましたように、

福祉保健部そのものも、なかなか全県を見なが

ら方策を見つけ出していくということが難しい

状況があるということと、市町村の担当のとこ

ろがやっぱり同じような状況があって、ふえ続

ける介護ニーズに対しての対応ということに追

われているという状況がございます。次の手を

どのように考えていくかというのがなかなか難

しい状況があります。

そういう中で、私どものほうから、市町村に

対しても福祉のほうに対しましても少しお話を

始めておりますのは、やはり山間部の点在する

集落というところまでサービスを届けるという

のはなかなか難しい、ここに民間の事業者が入っ

てきてくださいというのは難しい状況が当然あ

るだろうと考えておりまして、サービスが届か

ない状況をなるべく避けていくためには、少し

その中心部に移ってもらうというようなことも

考えていくべきじゃないかと。届けやすいよう

な仕組みをつくっていくのも必要じゃないかと

いうようなところを考えていかなきゃいけない。

それが、このセーフティーネットというふうな

考え方なんですけれども、それをやろうとする

と、やっぱり市町村としっかり組んでいく必要

があります。そういったところについては、市

町村に投げかけを始めているんですが、まだ十

分そういったところまでの意思疎通まで図れて

おりませんので、そういったところをしながら、

あわせて福祉保健部と組みながら、その事業者

を見つけていくというか、そういった作業をし

ていく必要があるんではないかと、これまでと

は違ったようなやり方を考えていく必要がある

というふうな認識を持っております。

○日高博之委員 ここの部分は今の説明でいい

んです。今の説明を聞いて、そのために、暮ら

しを守るセーフティーネットの確保をこういう

形で構築していく。市町村もやっぱり、今の集

落では医療体制とか介護体制を置くのはなかな

か厳しい。だから、やっぱり粗方緩やかに中心

に集まっていただける。その中で、例えば、医

療・介護でいえば、一番山間部の最たるものは

移動なんです。利用者さんから利用者さんの移

動とか、それはもうすごく離れてますからね。

そういった移動がある程度かからなければ、少

しはやっぱり事業者も考えてくるであろうから。

これ、何か物すごくいいことを書いていている

割に、この文面を見る限りわかりづらいけれど

も、今の説明だったらわかりやすいです。

○井上委員 その議論は前からあるわけよ。わ

かっています。例えば、旧西郷村なんかもそう

でしたが、中心地に介護施設みたいな、ケアハ

ウスじゃないけれども、電気を全部通して、住

宅もつくったけれども、山の人たちは、どうに

もならんかったときは下りて来るから、そのと

きは頼むと言って、山にやっぱりいるわけです。

だから、ここに書いてあるように、私も前回、

生活圏、圏域とはどれなのかということを皆さ

ん方に問いかけたけれども、結局、ちゃんとし
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た答えはいただいていないんですけれども、こ

れはまだ議論しないといけない。今回、人口減

少対策基金で、知事が30億円積んだんだから、

今回本気でやってもらわないといけないので

言っているんですからね。人口減少下において

も、そこで安心して住み続けられるようにと言っ

ているわけ。だから、そこを言っているときに、

真ん中に集まってきてくださいよと言ったって、

なかなか山にいる人たちが下りてはきてくれな

いわけです。だから、そこのところが問題だか

らどうするのか、ということです。

今回はデータをよく出していただいているの

で、そのデータを精査するということをきちん

とやってもらわないと。１％未満の10町村って

どこですか、それに近いところの町村はどこで

すか。だから、この色分けをきちんとしないと。

そして、何が足りなくて、どこにどうしたとき

に、その山にも住んでいただけるのかというこ

とをしないと、言葉ばっかり並べられても明確

じゃないじゃないですか。書かれていることは

わかりますよ。例えば、住民の内発的議論、こ

れは絶対していただかないといかんし、各市町

村のリーダーはどうしたいのか、ということも

きちんと言ってもらわないといけない。

最近、高知県の大川村が出ていましたよね。

テレビでやられていました。選挙の立候補者が

全然いなくて、ずっと無投票で、そして、もう

議会の存続すら危ぶまれると。そのときに、初

めて移住者の人が来て、そして、村長も本気で

皆さんに声をかけて、もうこれは村としても、

全然議会を存続することができなくなります、

ということを本気で言ったときに初めて、移住

してきた若者がその中心になって、村の中でみ

んなで話し合って、今回選挙があって、ちゃん

と６人確保できたというお話がありましたけれ

ども、状況的にどこも変わらない、そういうふ

うになっていると思うんです。

データで見たときに、富山県なんかは、１％

未満が１となっているけれど、これはやっぱり

合併のときに、そのことを考えた上で、合併し

ているからこそ、これ１ぐらいに残っているわ

けです。うちは合併せんかったところもあるわ

けだから、だからどうしても、その圏域という

のをどういうふうな圏域につくり上げていくの

かというのをきちんとしないと。そこの一番中

心になる市も含めてそうだけれども、基幹のと

ころはどこになるのかというのを明確にしてい

かないと。そして、県が何を足したときにそこ

で暮らせるのかというのを明確にしないといけ

ないと思うんです。

そのイメージづくりも含めてそうだけれども、

そういったことをちゃんとやっているんですか

ね。やっていたら、きょうこういうときに、デ

ータで見ると言っておられるんだから、それが

ちゃんと出てこないとおかしいし、何度も申し

上げているように、圏域というのは地域包括ケ

アシステムを中心にしてやるのか、ほかのシス

テムでやるのか、どこでやるのかを明確にしな

いと崩れる。皆さんが言っているこれは絶対に

崩れる、これは絵に描いた餅になるということ

になる。今、日高委員が言われたとおりになる。

そこあたりの分析ってどうしているんですか。

ちゃんと頭の中で、色分けなり、きちんと圏域

をつくっているんですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） ここ

で申し上げております生活圏づくりというとこ

ろのセーフティーネットのお話ですけれども、

ある程度の高次医療とか、そういったものにつ

いては、それぞれ都市部のほうにあるという前

提の上で、これから高齢化がますます進んでい
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く、それが、特に山間部の自治体について大き

なものがあるということがありますので、そう

いったところについて、どうやって包括的な介

護の仕組みをつくるのかというところに、今そ

の焦点を当てて考えているところでございます。

山間部の市町村についてのそういったサービス

の提供体制をどのように組んでいくのかという

ことについて、少なくとも、そこの自治体が山

間部に住んでおられる方々にどうやったら下り

てきていただけるんだろうか、そういったとこ

ろも一緒に話し合いをしていかなきゃいけない

というところがございます。

それぞれの地域によって状況が違うというこ

とがございます。例えば、椎葉村の例でいいま

すと、これは、椎葉村の方から聞いているんで

すが、台風災害のときに、避難として一旦町場

のほうに下りてきて、そこが割と便利だという

ことがわかったので、町場周辺でそういうこと

ができないだろうか、ということを多少考え始

めているところもありますし、先ほどの井上委

員からありましたように、山を守らなければい

けない、という意識の方々はなかなか下りてこ

ないというようなところがあります。

民間のＮＰＯの方々とお話する中では、例え

ば、健診をするときに一旦集まっていただくよ

うな場所を、その居場所をつくっていく、そう

いう中で、家はそれぞれありつつも、こういっ

たところに集まるのもいいのかな、という感覚

を持ってもらうような取り組みもあるんではな

いかというようなことがあったりと、いろんな

パターンがあるかと思います。そういったもの

を市町村と話をしながらやっていかなきゃいけ

ないというところがありますので、そういった

ところの協議なり、意見交換なりはしっかりやっ

ていきたいというふうに思っております。

ですので、今、介護や医療のターゲットにし

ているのは、そういった山間部の市町村という

ところで、今考えているというところでござい

ます。

○井上委員 ちょっと１回、ちゃんと出してみ

てもらえますか。基幹集落はどこで、それに関

する町村はここで、機能集約をするためにここ

はこういうことが不足しているとか、そういう

のをちゃんと出してみてくれますか。それを見

れば、私たちだってイメージも湧くし、そこを

きちんと、どこに何が不足しているということ

が明確になってくるから。議論したとしても、

その議論が具現化されるという可能性はあるけ

れども、今は、ずっと言葉で言ってばかりいて

も、なかなか暮らしと直結していないという感

じを受けるわけです。

本当にこれは、ある意味きちんとイメージが

できたら、あといろんなことは、例えば、なり

わいのところとか、人もいいし、暮らしはいい

しといったら、なりわいのところもイメージし

ていけるんではないかなと思うんです。

きょう総合政策部だけおみえになっているか

ら、さっきからもお話が出たように、各部で連

携してやらないといけないことはもう事実なの

で、そこを総合政策部だけを責めているとかと

いうんじゃなくて、もうきちんと、誰もがイメ

ージできて、そこで具現化していけるようなも

のを、私たちにも資料として出してもらいたい。

そして、さっきも言ったように、10市町村あっ

て、それに近い市町村はここあたりで、何％で

とかという、この色分けじゃないけれども、宮

崎ひなた生活圏というのは、どういうのが生活

圏で、ここの生活圏だと何が足りない、ここの

生活圏は何を足していったときにこうなる、と

いうのがイメージできて、みんなの議論もきち



- 15 -

令和元年６月24日（月曜日）

んとできるんじゃないかなというふうに思う。

だから、一番最初の委員会のときに引っかかっ

たのはこの圏域という考え方よね。生活圏の圏

域とは何を考えて圏域と言っているのか、だか

ら、大きな意味での宮崎県全体の圏域という言

い方はもう非常にわかるけれども、あと細かく

なったときにどうしていきたいというイメージ

があるのか。

先ほど日高委員に答えられたように、どこに

集約するのか、基幹的集落のほうに集約すると

したら、どこに集約したときにどうなるのかと

か、そんなのを出してもらえるといいなと思い

ますけれどもね、これは要求しておきます。

○日高博之委員 例えば諸塚村やったら、これ

でいくと、諸塚村が基幹的集落になるわけです

よね。この地域には何が足りていて何が足りな

いのかとか、小規模集落が何カ所でどの程度あっ

て、その取り巻く周辺集落がこれだけあってと

か、そこには常備消防もありませんとか、色々

あるわけですよね。

さっき言ったように、イメージを持ちながら、

そこをどういうふうな圏域全体の構想をとって

いくのか。県は市町村へ支援したり連携すると

きに、そういう条件不利地域の具体的な現状が、

もっとわかりやすく入ってくれば、議論にもな

るような気がするんです。

○日髙中山間・地域政策課長 今おっしゃられ

ている、13ページに書いてある図自体は、典型

的な例としてはこうだと言っているだけで、各

町村によってその状況は全く違いまして、先ほ

ど例に挙げられた諸塚村と、じゃあ五ヶ瀬町や

日之影町が一緒かというと全然違っております。

それをちょっと同じようには表現できないので、

こういう形の図にはなっています。基本的には、

機能をどうにかして確保したいということを表

現したい図でございまして、ここではこの地域

でこれをやるということまでを書いているもの

ではございません。

ただ、それぞれの町村で、先ほどから言われ

ているように、足りないものというのがどこで、

それをどう確保するかというのを、地域でそれ

は確保できるのか、街なかで確保できるのか、

それでもできないのか、そういったところを各

市町村ごとにやっぱり話し合っていただかない

といけないという、そのお話合いのお手伝い等

を我々としてはやっていきたいというのが、今

のこの計画で、①に書いている議論をとにかく

していきたいということで申し上げているとい

うような状況でございます。

○武田委員長 細かい計画は、今後市町村単位

で一緒に連携して詰めていくというので、現状

は、今、両委員が言われるように、この地域で

は、ここが足りません、ここはやりますという

話はまだできていないということで理解してい

いですか。

○日髙中山間・地域政策課長 具体的にこの全

ての町村においてそれを区別しているというと

ころまで我々では持ってございません。ただ、

市町村がどの単位の集落をどの大きさで守ろう

としているのかといった数字は、一応いただい

ております。それは、やっぱり各市町村でばら

ばらでございまして、昔からの自治公民館単位

で守っていきたいところもあれば、小学校区単

位で守っていきたいところもあるということで、

それも、要するに、各市町村ごとに違っており

ますので、それぞれに応じた形で、そういう機

能が確保できるような形で、我々としてはバッ

クアップしていきたいというふうに考えており

ます。

○井上委員 2040年には自治体は半分になると
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言っている。これは国が言っている。だから、

それをイメージしてきちんと対応するというこ

とをしないと、半数の自治体がなくなる。うち

はどこがなくなるのかと。言い方が本当に変だ

けれども、そういうことなのよ。今ある26の市

町村が幾つになるのか。半分になると言ってい

るんだから、その残る13の自治体はどこなのか

ということ。どこがポイントになって、どこが

どんなふうにして動いていかないといけないの

か。一番リーダーになるところはどこなのかと

いうことをきちんとしておかないと。だから、

イメージをきちんとしておかないと、私たちは

そこに住んでいらっしゃる人たちに対して、やっ

ぱり責務が、責任があるじゃないですか、税金

をいただいているわけだから。税金をいただい

ている人たちに対して、自分たちは何をするの

かということがきちんとできていないと、自治

体が半数になるんです。残る自治体はどれです

かということ。

だから、そういうことをきちんとしないと、

データで見ると言われたらなおさらそうよ。デ

ータをよくきちんと考えてみないといけないと

思う。残せるようにじゃあどうしていったらい

いのかということを考えていかないと、そのた

めにはどうするという具体性がない、具現化し

た政策がなければだめだと思うんです。

政策的にこれが悪いとかと言っているわけで

はなくて、その具現化をどうしてやっていくの

かということをみんな心配しているから言って

いるわけで。そして、今回、せっかくタイミン

グよく知事があんなして言っているわけだから、

今やらないと、ずっと先延ばしにするわけには

いきませんよ、とみんな言っているわけです。

だから、各部とも本気になってやってもらわ

ないと、やっぱり、今一歩踏み出さないと、他

の地域よりもおくれていくということになると

思う。だから、その一歩をどこから進めるかに

もよるかもしれないけれども、やっぱりきちん

と集めたデータを丁寧に整理しながらやってい

かざるを得ないと思う。シビアにやらないとい

けないということを言っているわけ。だから、

責任がある以上は、その責任に見合う動きをし

なければいけないということだと、私は思いま

す。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 井上

委員がおっしゃっているお話というのは、我々

も切実に考えないといけないことだというふう

に思っております。

少し考えておりますのが、具体化を全県にわ

たって全て今見せられるかというと、なかなか

難しい状況はあるというふうに思いますが、市

町村、あるいは各部としっかり、例えば、介護

であったら介護をどうするんだというふうなと

ころを話し合いをしながら中身を詰めていって、

手を打っていくというようなことはやっていか

なきゃいけない、そのように思っております。

そのようなことをやりながらということであ

りますので、データの細かなところで、今ここ

を基幹集落にするとかしないとかいうふうなと

ころが、今出せるもの出せないものありますけ

れども、基本的な考え方として、例えば、先々

人口が６割減るという場合に、その自治体がど

のような形なら残っていけるのか、あるいはど

のような人口増を図らないといけないのかとい

うところも含めて、しっかりその議論をしなが

らやっていく必要がある。これは、県だけで当

然できるわけではありませんので、その市町村

がそれぞれの考え方を持ちながら、その将来の

形をつくっていくという姿勢が必要であります

ので、そういった話し合いというのは、しっか
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りやりながらやっていきたいと思っております。

○日高博之委員 次長の言う、そういう視点も

確かに大事です。ただ、ほかの県のことを言っ

たらいけないんですけれども、高知県なん

か、2015年に、県が関与して、この基幹的集落

に支所機能を持たせて職員を送り込んで、どう

にかこの中山間地域の活性化をやっている。今

やらんと、10年後ではもうおくれるんや、とい

うことで。本県も３つの重要政策には、必ずこ

の中山間地域が出てきます。ただ、高知県は踏

み込んでいる。だから、待ちの姿勢じゃないん

です、市町村が動くのを待つんじゃない。県が

自分から突っ込んでいっているんです。課題解

決をやっているんです。宮崎県と高知県の中山

間地域対策の違いというのは、大きくそこだな

と思うわけです。

○渡邊総合政策部長 今、日高委員のほうから

ございましたけれども、確かに高知県は先んじ

てやっていらっしゃっているものと思います。

そういう中で、本県についても、中山間・地域

政策課と総合政策課の職員を26市町村一人ずつ

担当者を決めまして、先ほど担当課長が申し上

げましたけれども、現在細かなデータを分析し

ているところでございます。それは、市町村ご

との公民館単位であったり、小学校単位であっ

たり、それぞれの人口構成とか職業とかで、現

在どういう状況にあって、その方々が10年後、20

年後にどういうふうな人口構成に変わっていく

のかというデータをもとにして、この市町村、

地域をどうしていこうかということを、各市町

村の方々、そして、当然住民の方々も入ってい

ただき、県の職員がマンツーマンで、本当にき

め細かく対処していこうというようなことを、

今年度やっていこうというふうに考えておりま

す。

そういったことで、おっしゃるとおり、高知

県の取り組みにはちょっとおくれてしまってい

るのかもしれませんけれども、今回、30億円の

人口減少対策基金を提案しておりまして、私ど

もも本当に真摯に受けとめてやっていきたいな

というふうに思っておりますので、御理解をい

ただければというふうに思っております。

○濵砂委員 資料はいいデータが出ているもん

ですから、今見ていたんですが、この６ページ

の日常生活における問題の中で、買い物、交通、

病院、それぞれ深刻であるということで、81集

落、54集落、70集落とデータがあるんですが、

恐らく2045年にはこの集落もなくなっています。

高齢化率50％以上が602集落ある。ここも2045年

にはもう恐らくなくなっているんじゃないか。

政策とは、やっぱり効果を求めて、利益を求め

て政策を打つわけ。今回、30億円を投資する。

この投資が、この将来においてどういう効果が

出てくるかというところなんです。

先ほどちょっと話が出たように、私が前回資

料請求しました県の人口比１％未満の市町村、

この市町村をこの地図におとしていただいて、

中山間の集落のうち、買い物に深刻な状態になっ

ている81集落とは、どの市町村にどのくらいの

集落となっているのか、そういったものを図示

してもらうとわかりやすいかなと。いいデータ

がいっぱい出ているんだけれども、どうも見に

くい。だから、わかりやすく出していただくと、

今のような話を、１つの図面で話ができるかな

と思うんですけれども。この３ページの中山間

地域の図面で色塗りしていただいて、地域的に

１％未満の町村はどこなのか、あるいは困って

いる状況の集落はどれぐらいあるかとか、この

データをおとすだけでも、かなりわかりやすく

なるから、次の機会に示していただいて、30億
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円の投資効果をぜひ出していただきたい。この

ままだったら、自然減少してなくなっていく。

人口は８割に減るわけだから、このままいった

らなくなっていくんです。ただ、もう自然にな

くなっていく部分については、これは仕方ない

です。それじゃあ、その集落をどう自然に戻す

か。もともとあった集落、それは何百年も続い

たでしょうけれども、もともとは何もなかった

ところに人が住んだわけですから。それを自然

に戻すことも考えながら、後に災害が出ないよ

うな形も含めて、総合政策部ですから、総合的

にこの宮崎県をどのように残していくかという

のをぜひお願いします。次の機会にまた資料を

お願いします。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 今御

指摘ありましたように、高齢化がかなり進んで

いる集落について、そのまま30年後に残ってい

るかということになってくると、なかなか難し

い局面もあるというふうに思います。

そういった集落に住んでおられる方々が、ど

のようにこれから過ごされるのかというところ

について、物すごく苦しい状況というものは避

けていかなければならない。そういう中で、一

番今イメージしておりますのは、介護や医療と

いったサービスを、どう提供できるのかという

ところも考えていかなきゃいけない、というふ

うに思っております。

そのようなところを考えていく上で、まだ具

体性がないじゃないかという御指摘もあります。

先ほどのお話でありましたように、１％未満の

自治体の位置をその図に落とし込んでいくとか、

そういったところからでもイメージ化を図って

いくというのは大事だと思いますので、そういっ

たところの資料については、また考えていきた

いと思います。

○濵砂委員 それを図示することで、各市町村

も自分の自治体の状況がどうなのか、ほかの市

町村に比べてどうなのかというのもわかるはず

ですから、自分の町村がどういう状況に置かれ

ているのか。中におったらわからん部分もある

と思うんです。ほかの町村と比較して、やっぱ

り見比べていくというのも必要な部分がありま

すので、ぜひよろしくお願いします。

○中野委員 ５ページのこの表を見ながら思っ

たんですが、相変わらず諸塚村とか椎葉村とか

美郷町、日之影町、26年後の人口減少が大きい、

半分以上人口が減るという表です。この推計表

は、総務省の統計局等をもとにして、中山間・

地域政策課がつくられたわけですから、ここか

らいろいろ分析されているんだろうと思うんで

すが、相変わらずこの人口はまだまだ減ってい

く、もう恐らく既に過去の人口からすると、５

分の１から７分の１程度減っているんです。そ

のあたりをどう把握されているのか。

それから、この前、濵砂委員の一般質問を聞

いておって、西米良村は今1,089人いるのが52％

にとどまるということで、何とか半分は残ると

いうんです。それで、この前聞いておったら、

隣の似たような東米良地区は、もともと5,000人

いたのが、今人口は300人だと。5,000人の300人

といえば６％ですから、約16分の１。西米良は

ピークからすると約７分の１。片や、隣の東米

良は約16分の１になっているんです。そして、

その地域が今後また減っていくのかどうかわか

りませんが、その辺の違いというのを、これを

見ながら何かいろいろ分析されているのかなと。

それから、逆にいい意味で、綾町は三股、宮

崎に次いで、人口として残るのが３番目にいい

んです。ここは過疎法が全部、過疎法等５法が

全部網がかぶさっているのに80％以上も残って
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いる。片や、隣の国富町は、八代地区を除いた

ら、全域が網がかぶさっていないところもある

んですが、そこは57％しか残らない。この辺の

違いです。その辺の分析は何かされておられる

んですか。

○日髙中山間・地域政策課長 人口減少が恐ら

く進むと言われている町村につきましては、当

然、今現在の人口構成というか、その年齢構造

とか、そういったものをもとに出されておりま

すので、全く同じということではありませんけ

れども、結婚の状況とか出産の状況とか、その

状況によって異なっているということでござい

ます。

西米良村と東米良の差についても、ちょっと

過去にどうだったかということはわかりません

けれども、今現在の西米良村の人口構成を見た

ときに、要するに移住等で人口が、社会減が若

干少ないということもありますので、将来的に

ほかのところよりも人口の減りが少し少ないだ

ろうというふうに見込みはしております。綾町

と国富町ですけれども、綾町は、基本的に移住

者の方等がかなり入られておりまして、将来的

には、そこまで人口が減るというふうな見込み

にはなっておりませんが、国富町は、街なかと、

旧八代村と、要するに山手のほうとの差がござ

いまして、どちらかというと、街なかのほうの

人口が多く、人口減少が少ないために過疎等の

指定がされていないという状況にはなっている

というふうには思います。

○中野委員 これが政策的に、人口がずっとキ

ープできたのか、減るのをとめられたのか、将

来は余り減らずに済むのかを分析して、そして、

さっきいろいろ質問や説明があったことにつな

いでいってほしいなと、こう思うんです。端的

にいえば、西米良村も綾町も合併しなかったで

すから、行政的な政策というのはどうだったの

かなと。平成を含めて一生懸命大合併をしたの

に残った、過去からずっと合併せずにきたとい

うことで、綾町はなかなか人口が減らない町に

なっている。西米良村は、東米良と比較して、26

年後も半分は残るよという推計表ですから。行

政のあり方です。その辺を含めて、今後まだ市

町村があと半分になるよというふうになるわけ

でしょう。総務省に以前聞いた話では、市町村

を300ぐらいにしたいというものがあった。以前

聞いたのを忘れませんけれども、衆議院の小選

挙区の数に合わせてするんだと、今はちょっと

減ったんですけれども、前は300あった。そうす

ると、１市町村40万ぐらいになりますか。もう

十数年前の話で、そういう市町村にするという

のがありましたが、果たしてそういうことでい

いのか。こうして人口の推計を見た場合に、そ

の辺を誤らないような政策もやはりしていかな

いと、結局、合併を進めたばっかりに集落がな

くなった、市町村がなくなった、合併をしたと

いう中で、例えば、東米良あたりは、合併をし

たからそうなったのかどうかわかりません。も

う誰もいなくなる西都市の１地域になるかもし

れません。その辺のことをやっぱり過去からずっ

と深く分析して、だから、行政はこうあるべき

だということもしてほしいんです。我々の特別

委員会は人口減少、地域活性化ですから、人口

減少をどっかでかとめんにゃいかん。それは、

何か地域を活性化することでとめられるのか、

あるいは減らんように活性化を何かせにゃいか

んということでの特別委員会ですから、ひとつ

その辺も含めて、いろんなそういうことを適宜

我々にも示していただいて、我々もいい資料を

つくって提言をしたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。
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○濵砂委員 今のに補足で。ちなみに、昭和32

年ぐらいから、三十七、八年にかけて昭和の大

合併が起こった。昭和35年ぐらいの西米良村と

当時の東米良村を比較すると、東米良村が人口

約5,000人、隣の西米良村が6,000人なんです、

これは調べてもらうとわかるけれども。減少率

を見ると、西米良村は約６分の１ぐらい、東米

良は、さっき言った約16分の１ぐらいになって

しまった。5,000人が今300人切っていますから、

そういう状況に、今もうなってきているんです。

存続が危ぶまれている。

当時、東米良村時代の学校は分校入れて13校

あったんです。今、銀鏡に小中一貫で１校だけ、

もうこれこそ存続が危ぶまれている。県内で１

つだけの山村留学校を、みんなで一生懸命やっ

て何とかしのいでいるという状況なんです。も

う深刻な状況、そういう状況になっていますの

で、今のに１つ補足しておきます。

○中野委員 本当に分析したものが欲しいなと

思うんです。いつも思っております。

もう一点、この13ページのひなた生活圏づく

りの図で、拠点となる基幹的集落、ここは、学

校がまだ存続するというのを前提としている図

なんですか。こうありたいなと思うぐらい、非

常に興味のある図なんです。

○日髙中山間・地域政策課長 この基幹的集落

について、基本的には旧44市町村の役場周辺を

イメージしておりますので、今恐らく学校はあ

るというふうに考えております。

○太田委員 質問ということではないんですが、

考え方の視点として、今の13ページのこの絵で

す。絵をずっと見てみると、左側のほうの丸の

中では、小学校というのは書いてあるけれども、

それは旧小学校です。今度は、基幹のところで

も、役場というところが旧役場となっています。

だから、そういったところを合併したりとかし

たところの問題だろうなと思うわけです。

今、私もずっといろいろ聞いておって感じた

のは、私自身はもう合併というのは反対で、い

わゆる役場がそこに存在すること自体が、一つ

のその村に対する投資なんですよ。そこに住ん

でいる人が就職したり、もしくは農協もあった

り郵便局もあったりすることで潤うんだから、

できるだけ頑張って、合併じゃなくて、居残る

ことをやったほうがいいですよというような立

場なんだけれども、結局は合併が進んで、今言

われているように、やっぱり私も将来的に村が

なくなっていくなというのはもう認めざるを得

ないんです。

それで、今度は５ページの人口の推計と将来

推計というものがありますが、これは例えば延

岡市でも、今まで旧北川町、旧北浦町とかいう

のも、それぞれ5,000人、4,000人近くの人数が

住んでいたんだけれども、合併後の人口の減り

ぐあいが高くなっている。私も五、六年前、途

中経過を調べたことあるんです。そのときの傾

向としては、人が減っているなという思いがあっ

て、今回、こういうデータがまた出されました

ので、やっぱり合併したら、役場をなくしちゃっ

たら、本当にどんどん減っていくんです。旅館

もなくなるし、喫茶店もなくなる。だから、私

は踏ん張ってほしいというのがあったんです。

それで、今回30億円の基金を使ってやることは、

私は物すごく期待するんです。というのは、30

億円というその基金、本来ならば、合併すると

きにその30億円を使ってでも、合併しない方向

で踏ん張ってほしかったなとは思うんですけれ

ども、今回、30億円でやっぱりお金を投入しな

がら村を守っていかにゃいかんということ、移

住者に対しても100万円の金を出すとか、やっぱ
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り金を出すことによって守るということしかな

いなと思ってます。くどいようですけれども、

合併もやっぱり基本的な、―国家のほうも金を

出して守らんと守れないよという意思表示を私

は示してほしかったんですけれども、それはも

ういいですが。だから、今回の30億円は、一つ

のモデル的な事業として、金を出すことによっ

て、その地域が潤う、もしくは、とどめること

ができるんだという何かモデル的な、試験的な

教訓が将来得られるようになるといいがなと

思っています。だから、ぜひいいお金を使って

守ってほしいなと期待しています。

ちょっと余談なことを言うならば、私の家に、

福祉施設に勤めている職員さんたちが相談にく

るんです。相談を受けると、その彼女らの悩み

は、本当に賃金が安くて、私はもう勤められま

せん。もういろんなことを命令されたりする、

命令口調のような雰囲気の職場ではもう私は勤

められません。子供もつくることができません

というような人たちばかりです。だから、少子

化問題をできるだけ解決しようとするならば、

働く形としても、みんなが楽しく給料をいただ

いて、内部留保も大分出してもらってやるよう

なことをしないと、どうもやっぱり少子化につ

ながるんじゃないかなという思いもあります。

ということも、ちょっと視点の中に加えていた

だいて、働く形をうまいぐあいにしてください

ということも、町づくりの一つのポイントにな

るんじゃないかなと思います、ということで指

摘だけさせてもらいます。

○前屋敷委員 今論議もある中だったんですけ

れども、この計画をつくるに当たっては、合併

問題もいろいろあって、その経過の中で今の現

状があるという課題もありましたけれども、そ

ういう合併後の各自治体のさまざまな問題を

しっかり捉えているのは、やっぱり26の各市町

村だというふうに思うんです。計画をつくるに

当たって、全ての市町村との意見交換も踏まえ

た上で、今度のこの計画案も出されていると思

うし、これからも各市町村とは密な意見交換を

して、中身を充実させていくことだろうと思う

んですけれども、しかし、今、人口が減ったと

はいえ、そこで住む人たちの暮らしをどう守る

かというのも、これは県も市町村も、行政の責

任なわけです。ですから、この計画の中にもあ

りますが、医療・介護の確保、それから、交通

の確保、こういったところはしっかりとやっぱ

り充実をさせて、今住んでいらっしゃる方の暮

らしそのものも守っていくという責任をどう果

たすかという点で、そこでやはり一定生活が成

り立つと、存続できるということになれば、そ

こにまた人も集まってくる、そういうことにも

つながってくると思うんです。人口をどうふや

すかという問題とあわせて進めていくべき課題

だというふうに思うんですけれども、そういっ

た視点をしっかりつかんで離さずにやっぱり計

画そのものも進めていくことが必要だというふ

うに思っていますので、そこのところだけ一言、

意見を言っておきたいと思います。

○渡邊総合政策部長 各委員の皆様からいろん

な御意見をいただきまして、本当にありがとう

ございます。そういう中で、今回の一般質問の

中でも、私の答弁にて、西米良村のことをお話

をさせていただいたことがありますけれども、

西米良村の人口減少がそれほど進んでいないと

いうその背景として、担当のほうでいろいろ西

米良村の分析をしてもらったところ、15歳から24

歳までの人口はぐっと減っている。これはなぜ

かというと、もう高校に行くときには、もう村

を出ざるを得ないので人口が減ってしまう。で
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も、それ以外のところは人口はふえている、社

会増になっているというような状況にございま

す。

じゃあなぜそうなっているのかということを

いろいろ部内で話をしたときに、やはり、いろ

いろ先進的に、例えばワーキングホリデーを先

駆けてやっていらっしゃるとか、また、おがわ

作小屋村で地域のいろんな展開をしていらっ

しゃる。そういったことで、県外からも比較的

若い世代の方々が移住をされたりとか、Ｕター

ンをされたりとか、そういったふうなことで、

人口がある程度維持できているということがあ

ると思います。

そういったことで、市町村ごとにいろんな状

況は異なりますので、そのあたりのことを丁寧

に議論をしながら、この問題を進めて、解決に

向けて知恵を出し合っていかなければいけない

というふうに考えているところでございます。

○濵砂委員 今話が出ましたが、そのとおりな

んです。ところが、さっき話が出ましたように、

西米良村はまだ1,100人ぐらいの人口なんです

が、ここは過疎法が適用されている。先ほど話

した旧東米良村、ここは過疎法が適用されてい

ないんです。だから、この前一般質問で取り上

げたんですが、起債は辺地債も含めて起債充当

率は100％なんです。ところが、予算そのものの

枠を全く違う、10分の１しか辺地債がないんで

す。もう御承知のとおりです。

こういうところにぜひ過疎法を新枠拡大して

いただいて、過疎法を適用させて、ソフト事業

でもいろんな事業が取り入れられるような、そ

ういうものが欲しいんです。これは人口減少対

策には一番だろうと思います。市町村はとにか

く単費で使うしかないんです。そこ辺に起債事

業が受けられるように、そして、交付税措置で、

そのうちの７割、８割が返せるような、そうい

うものをちゃんとやっていただきたい。私ども

から見たら、見捨てられた地域のような気がす

るんです。我々が幾らやっても、もう日が当て

られないんです。この辺をやっぱりちゃんと見

きわめて、今度の過疎法改正にもしっかりと要

望していただきたい。もちろん議会でも上げま

すけれども、その辺を担当部として、しっかり

取り組んでいただきたいと思います。お願いし

ます。

○安田委員 人口減少は本当に大きな問題であ

りますけれども、市町村自治体レベルでも、確

かにもうわかっていることなんです。でも、私

の選挙区の諸塚村、椎葉村、美郷町は、本当に

高齢化率が高くて、もうあと10年後にはこの集

落がなくなるんですよというような地域もござ

います。そういうところもありまして、この2015

年から2045年の間の30年じゃなくて、10年間隔

で見てみないと、集落もなくなってくる、人口

はまだまだ少なくなってくるんじゃないかなと

いう思いもしているので、西臼杵郡、東臼杵郡

も高齢化が本当に高いところについては、もう10

年レベルで考えていかなければいけないんじゃ

ないかと思います。もう10年でも遅いかもしれ

ないけれども、そういうのもぜひお願いをした

いと思っております。

○井本委員 ３ページの人口問題対応プログラ

ムの構成と取り組み内容、それから重点項目と

書いてあって、一番上が社会減のことが書いて

あるんです。自然減のことは、一番下のことだ

ろうなと思うんです、合計特殊出生率と書いて

ありますから。この中で、取り組みの５－１と

あって、「ライフデザインを描くことのできる環

境づくり」とある。ここで前屋敷委員も言って

いるのは、ライフデザインが本当に描けるかど
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うかという、その辺のところはあります。ライ

フデザインって非常に大ざっぱな話なんだけれ

ども、簡単にいえば、本当に安定して、継続し

て住み続けられる、そういう生活ができる、そ

ういうことだろうと思うんだけれども、それを

いかにして実現するかというのが、自然減を何

とかとめて、できたらふやしていける、そうい

うことになるんじゃないのかなという気がする

わけです。ひとつよろしくお願いします。

○武田委員長 それでは、意見等もないようで

すので、これで終わりたいと思います。執行部

の皆さんは御退席いただいて結構です。お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時36分休憩

午前11時38分再開

○武田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項に入ります前に、前回の委員会で決

定されました調査事項について、参考資料に記

載しておりますので、御確認ください。

もう一枚のほうに設置目的、調査事項、活動

方針等を記載しておりますので、御目通しをお

願いいたします。

それでは、協議に入ります。

協議事項（１）県内調査についてであります。

まず、８月８日から９日に実施予定の県南調

査ですが、資料１をごらんください。

前回の委員会におきまして、県内調査先につ

いても、正副委員長に御一任いただきましたの

で、ごらんのような日程を作成いたしました。

まず、８月８日ですが、串間市役所を訪問し、

過疎集落対策の取り組みや日南ジオパークに関

する取り組みについて調査をする予定です。

次に、新くしま人応援隊を訪問いたします。

この新くしま人応援隊は、移住定住や地域活性

化に関する取り組みを行う団体であり、メンバ

ーには、地元の市民だけでなく、実際に移住し

てきた地域おこし協力隊のＯＢ、ＯＧもいます。

応援隊では、これらの取り組みについて調査を

する予定となっております。

その後、日南市役所及び酒谷地区むらおこし

推進協議会を訪問いたします。日南市からは、

過疎集落対策について、そして、酒谷地区むら

おこし推進協議会は、道の駅酒谷を初め、以前

から地域活性化に係る先進的な取り組みを行っ

ていますが、継続的に取り組む中で、人口減少

を迎えての今の現状と課題について改めて調査

をする予定です。その後、移動しまして、坂元

棚田の現地視察をしながら、中山間地域の観光

資源やオーナー制度による関係人口の維持につ

いて調査する予定となっております。

調査後は、日南市内にて宿泊予定です。翌９

日ですが、まず、都城市山之口総合支所を訪問

し、周辺部における地域公共交通確保、買い物

困難地区支援等の取り組みについて調査を行う

予定です。

最後に、小林市及びすきむらづくり協議会を

訪問し、小林市から過疎集落対策について、そ

して、すきむらづくり協議会からは、国の制度

である小さな拠点として、集落の維持のために

どのような取り組みを行っているか調査を行う

予定であります。

以上のような行程を考えております。

なお、県内調査につきましては、調査先との

調整もある程度進めさせていただいております

ので、できればこの案で了承いただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○武田委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定いたします。なお、諸般の

事情により若干の変更が出てくる場合もあるか

もしれませんが、正副委員長に御一任をいただ

きますようよろしくお願いいたします。

なお、調査時の服装につきましては、夏季軽

装にてお願いいたします。

続きまして、８月28日、29日に実施予定であ

ります県北調査についてであります。

前回の委員会において委員より、限界集落や

自治体について調査の希望があったところです。

前回委員会の市町村別人口推移の資料をもとに、

西臼杵郡や諸塚村、椎葉村周辺での調査を検討

しております。

これらの地域は、祖母・傾・大崩ユネスコエ

コパークや世界農業遺産高千穂郷・椎葉山地域

のエリアとも重なることから、調査事項の一つ

であります中山間地域の観光資源についても調

査が可能です。例えば、高千穂町でユネスコエ

コパークや空き家対策、日之影町で限界集落の

住民との意見交換、五ヶ瀬町で地域資源を生か

した地域活性化など調査を検討しているところ

であります。

今申し上げました内容も含め、県北調査につ

いては御意見、御要望があればお伺いしたいと

思います。何かございますでしょうか。

○中野委員 本当の過疎地域に行って、夜も含

めて生の声を聞かないといかんと思う。だから、

町に戻ってきて、宿泊するんじゃなくて、山の

中で泊まるように、山の中といっても人家です。

どこでも宿泊施設があると思います。ぜひお願

いしたいと思います。

○武田委員長 暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午前11時44分再開

○武田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

今皆さんからいろいろ御意見が出ましたので、

参考にいたしまして、次回の委員会にて県北地

区の行程案をお示ししたいと思います。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

であります。

次回委員会につきましては、７月26日金曜日

に開催予定しております。次回の委員会での執

行部への説明資料請求について何か御意見があ

りましたら、お願いいたします。

○井本委員 地域包括ケアシステムの進行ぐあ

い、あれはどのくらいまで行っているのか、

ちょっと具体的に教えてもらいたい。我々は随

分うまくいっているんだろうと思っていたけれ

ども、案外うまくいっていないような感じだっ

たから。

○日高博之委員 効果があらわれていない。

○武田委員長 暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午前11時47分再開

○武田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

地域包括ケアシステムについて、各地域の現

状を次回はお聞きしたいということでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、最後に協議事項（３）

のその他であります。委員の皆様から何かござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ないようでありますので、次回

委員会は７月26日午前10時から予定しておりま
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すので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。

午前11時47分閉会

令和元年６月24日（月曜日）
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